
福島県職員男女共同参画推進行動計画の実施状況 

平成 16年に策定した福島県職員男女共同参画推進行動計画（以下「計画」という。※平成

21 年度、平成 26 年度、平成 27 年度及び令和２年度に改定。）について、計画の着実な実施

に役立てるため、令和２年度の実施状況について公表します。                                                  

令和３年７月 

【令和２年度の主な取組状況】※令和２年度までの目標値を記載 

項目 主な取組内容 

職員の意識改革 ■ 「福島県職員男女共同参画推進行動計画」等をグループウェアに掲載

し、職員が常に入手、閲覧することができるようにしている 

■ 自治研修センターにおける男女共同参画に関する講義の実施 

（受講者 853名） 

■ 「管理者研修会」における管理職層への意識改革に向けた副知事等に

よる講話の実施 （受講者 112名） 

■ 管理職層を対象とした「ダイバーシティマネジメント研修」の実施 

  （参加者 31人） 

復興・再生（新生ふくし

ま）に向けた人材育成 

■ 女性職員の登用促進 

  （管理職層に占める女性の割合 9.1％） 【目標値：R2年度 8.0％】  

■ 職員採用試験における女性の受験率の向上 

  （受験者に占める女性の割合 33.7％）  【目標値：R2年度 50％程度】  

■ 女性職員を対象とした「キャリアアップ支援研修」の実施 

（参加者 42人） 

職場環境の整備 

 

■ 育休代替職員（職員が育休を取得する場合に代替となる職員）の採用 

  （採用者数 34名）  

■ 子育てのための休暇・休業を取得しやすい職場環境づくりを推進する

ため、子どもが生まれる予定の男性職員の「仕事・子育て両立プラン」

の作成と所属管理職への提出を令和 2年 9月より制度化 

■ 男性職員の育児休業取得促進 

（男性職員の育児休業取得率：30.4％）   【目標値：R2年度 10.0％】 

■ 福島県職員版「働き方改革基本方針（R元）」に基づき、以下を実施 

 ・RPAの試行継続（対象業務を 5業務から 15業務に拡充） 

 ・議事録作成支援システムの活用（1,273回、約 1,187時間分） 

 ・ペーパーレス会議の導入（会議システムとタブレット端末 50台を 

整備、令和 2年 7月から各種本部会議において導入） 

 ・Ｗｅｂ会議の導入（「県市町村 web会議・情報連絡システム」として 

タブレット端末 140台を導入、令和 2年 7月より運用開始） 

 ・在宅勤務の試行継続（在宅勤務用 PCを 5台から 240台に拡充） 

 ・郡山合同庁舎サテライトオフィスの整備（PC6台） 

■ 県庁内保育所を運営 （R3.3現在の入所児童 23名） 

■ 年次有給休暇の取得促進  

（R元年 年次有給休暇の取得日数 11日）    【目標値：R2年 12日】  

地域における子育て支

援に関する取組 

■ 県庁見学などを通じ、子どもたちの社会に対する理解を深め、豊かな

人間性、社会性を育む機会を提供 

■ 県議会傍聴者のため、傍聴時の乳幼児託児サービスを実施 

推進体制の整備 ■ 各所属に男女共同参画推進員を設置 

■ 男女共同参画相談員を設置  


